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研究成果の概要（和文）：　哲学と法学を専門とする研究者グループが、諸外国における患者の権利の扱いを調
査・研究した。特に、終末期における患者の権利の問題にテーマが集中した。わが国においてすでに提案されて
いる患者の権利法案を検討した上で、現在安楽死が法律で認められているベネルクス3国をはじめ、アメリカ、
カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、台湾などにおける終末期の患者の権利の取り扱いにつ
いて、哲学的法学的に考察した。さらに、患者の権利を広く人間の権利としても捉え、遺伝子や胚から脳死に至
るまで人間的存在の権利を守るために、生命倫理はどうあるべきかを考察した。その成果を3冊の資料集として
刊行した。

研究成果の概要（英文）：　We, specialists of philosophy or laws, have surveyed and researched the 
way of dealing with the rights of patient in several foreign countries. Especially, the subjects of 
our research were concentrated on the problems of the rights of terminal patient. Examining the 
propositions of law concerning the rights of patient that had already been made in our country, we 
considered from the points of view of philosophy and jurisprudence the way of dealing with the 
rights of patient not only in Benelux, where the euthanasia is admitted legally, but in America, 
Canada, UK, France, Germany, Italy, POK, Taiwan, and so on. Besides, understanding also the rights 
of patient as those of human, we have considered what the bioethics should think in order to protect
 the rights of human being ranging from human genome, human embryo to brain dead patient. We 
published three collections of materials that contained all results of our research.

研究分野： 倫理学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 1990 年に日本医師会がインフォームド・
コンセントを医療の倫理の根幹におく方針
を採択して以来、わが国でも患者の権利とい
う概念は徐々に浸透してきた。すでに近年、
医療や生物学の分野における技術の使用を
規制するために、様々な法やガイドラインが
作られてきている。しかしながら、それらは
分野ごとに個々ばらばらで、時に相互に齟齬
を感じさせる場合もある。また、規制の必要
が喚起されながら、各種学会の意見による方
針しかなく、法的規制の整備を検討すべき領
域もある。学会の方針に反して新たな技術を
実施する医師がいても、学会や社会はなんの
拘束力も持てていないのが現実である。これ
に対して海外の事情を瞥見すれば、たとえば、
フランスでは、1994 年の生命倫理法制定に
先立って、1988 年に被験者保護法が制定さ
れた。そして、この法律が礎石となって、生
命倫理の全領域を原理から包括的に規制す
る生命倫理法は成立した。 
わが国でも、フランスのように、生物医学

倫理に関する統一的な規制が必要な時期に
来ているのではなかろうか。そのためには、
統一的な規制の礎石となる原則が是非とも
必要である。それが本研究の対象としている
「患者の権利」である。権利という概念は、
西洋近代から学びえた他の概念と同様に必
ずしも日本社会で共通の理解をもって受容
されているとはいえず、しかしまたすでに人
口に膾炙しているゆえに多義的なまま流通
している概念である。本研究は、(1)倫理学・
法学の領域にまたがる研究分担者によって
海外での議論を参照しながら、日本の社会に
必要な権利概念の解明と提言を行い、(2)しか
も権利をたんに主張するのではなく、社会的
文化的、医療経済的視点から、どのような根
拠に基づいて、どこまで患者の権利を尊重す
べきかと同時に、いかなる場合に制限すべき
かを考察する。以上によって、成熟した思考
が必要な時期に差し掛かっているわが国で
実効的な「患者の権利」思想の提言をめざし
た、患者の権利に関する原理的かつ批判的研
究が本研究の目的である。 
 
２．研究の目的 
(1)概念・原理に関する哲学的・理論的研究：
哲学を専門とする研究分担者たちは、これま
で英・米・独・仏・伊を中心に、尊厳、権利、
価値などをキーワードに、欧米各国の生命倫
理思想をその原理から解明することに努力
してきた。その上で、今回の研究では、それ
らの知見と学識を十二分に生かして、日本社
会において実効的な「患者の権利」思想を構
築する。病気、障がいをもち、傷つきやすい
人間としての患者がその統合性を守ろうと
するとき、いかなる権利を主張でき、社会は
これにたいしていかにして連帯性を築き、い
かなる責任においてこれを守るかについて、
欧米諸国でどのような原理的な意味をもっ

て受容され、それが現実にどのように働きか
け、どのような実践として結実しているのか
を参照しつつ、根源的に問い直す。さらに、
そうした反省を経て、わが国の医療現場にお
いて今後それらの原理が持ちうる意味と倫
理的可能性を探究する。 
(2)法・ガイドラインなどの資料に基づく比較
法的・実践的研究：患者の権利法は、1990
年代から多くの国々で成立している。いくつ
か例を挙げれば、1992 年にフィンランドの
「患者の地位・権利法」、1994 年にオランダ
の「医療契約法」、1998 年にデンマークの「患
者の権利法」、2002 年にフランスの「患者の
権利および保健制度の質に関する法律」、ベ
ルギーの「患者の権利法」、スペインの「患
者自律基本法」、2003 年にルーマニアの「患
者の権利法」などがある。こうした諸外国で
すでに施行されている法律やガイドライン
に関する比較研究を行うことによって、わが
国の事情に適った「患者の権利法」制定の可
能性を探る。わが国の場合、フランスやオラ
ンダ、フィンランド、デンマークのように、
包括的な単独の法律として制定する方がい
いのか、それとも、ドイツのように既存の法
律を改正することによって、あるいはイタリ
アのように「緩和ケアと苦痛療法へのアクセ
ス保障法」（2010 年）等の個別法の制定によ
って患者の権利を保障した方がいいのか、そ
れとも、イギリスのように、法律として制定
するのではなく、権利憲章によって定めた方
がいいのか、それらの国々における特殊な事
情と法文自体を比較研究することにより、わ
が国において患者の権利を保障するために
どのような形態をとるがよいかを、その法原
理から根本的かつ徹底的に検討する。 
また、わが国に適用可能な「患者の権利」

概念を探求することが目的であったとして
も、近年の医療技術のグローバル化に鑑みれ
ば、国家の枠組みを越えてなされている議論
も看過し得ない重要な要素である。たとえば、
ヨーロッパでは、1999 年に「不治かつ死に
至る病に罹患した患者の人権および尊厳の
保護のための勧告」が欧州評議会の議員総会
で採択されているし、また 2011 年には、Ｅ
Ｕ（欧州連合）において「国境を越えた保健
サービスに関する患者の権利の適用に関す
る指令」が制定されている。こうした国際的
な枠組みが実際に機能するためには、これら
の法文の根底に、加盟国の文化的・社会的背
景の相違を越えて適用可能な原理・原則が礎
として存在していなければならない。私たち
の研究では、こうしたグローバルかつ普遍的
な規範形成の動きも視野に入れ、世界水準に
照らしても成り立ちうる「患者の権利」概念
を構築することを目指す。 
 (3) 上記の「(1)概念・原理に関する哲学的・
理論的研究」による成果と「(2)法・ガイドラ
インなどの資料に基づく比較法的・実践的研
究」による成果とを総合して、わが国におい
ても今後「患者の権利」を基本とした医療体



制作りに貢献するために、哲学研究者・法学
研究者の立場から、法律の実務家や市民団体
とは異なる視点から提言したい。また平行し
て、今後のわが国の研究の礎となるような、
患者の権利に関連した本質的かつ網羅的な
サーベイ論集を年度ごとに刊行する。 
(4)特色・結果と意義 
①我々の研究は、患者の権利を、概念・原理
に関する哲学的・理論的研究と法・ガイドラ
インなどの資料に基づく比較法的・実践的研
究との両面から解明し、学際的な観点から
「患者の権利」思想を探究することにあり、
その点で、従来の医療倫理・生命倫理研究に
は見られない特質を持つ。 
②単なる理論的研究で終わるのではなく、そ
の成果を「患者の権利」の向上へつなげる、
すなわち、今後の日常診療において直接国民
生活を守るために役立つ指針・提言として結
実させようとするものであり、研究を社会に
還元するという生産的な意義も併せ持つ。 
③一層高い見地から見れば、本研究は、世界
の主要な生命観・人間観の動向とその思想背
景を理解したうえで、生命工学の長期的な展
望に耐え、なおかつグローバルな規模で有効
な倫理基準を確立するための批判的見解を
世界に発信するためのその素地を具体的に
整えるというものである。この点で大きな意
義があると考えられる。 
④また、上記のような研究を遂行するには、
個々の研究者が単独に行うのではなく、多く
の学際的な人材が必要である。その点で、私
たちのメンバーは、様々な国の哲学・法学を
専門とする研究者たちから成り、いずれも現
在わが国の一線で活躍する人材である。さら
に、個々の研究分担者から研究協力者へも輪
を拡げ、その上、他のグループとの共同シン
ポジウム、海外研究者の講演などを積極的に
企画し、グループ内に留まらず、研究者間の
幅広い交流とアプローチを通して、医療にお
ける患者の権利の問題を考察する。組織がこ
のように学際的に大きく構成されているこ
とは、人文社会系（倫理学、法学）の研究と
しては異例かもしれないが、それがこの研究
の独創性を形作るものと確信している。 
 
３．研究の方法 
平成 26 年度には、以下の要領で調査研究を
おこなう。 
私たち 16 人の共同研究者､2 名の研究協力

者は、他の日本国内の医療倫理・生命倫理に
関する研究者及び諸外国の研究者とも交流
を持ちつつ、下記 9つのテーマにつき、おお
よその分担を定めて所定の目標達成をめざ
す。まず、第一にそれぞれのアプローチによ
る患者の権利の諸形式の相違、およびその許
容基準を解明するとともに、さらにこれまで
の資料（資料には、著作だけではなく、判例、
医療倫理・生命倫理関連法も含める）に基づ
き、その相互の関係を解明する。また、7 月
と 12 月に研究会を開催し、研究成果につい

て討議する。さらに、10 月に、アメリカ・イ
ギリス・ドイツ・フランス・イタリアのいず
れかの国々から研究者を招聘し、それぞれの
国における患者の権利に関する講演並びに
日本人研究者とのシンポジウムを開催する。
また、年度末には、研究結果を含めた資料集
を刊行する。具体的には、研究者を以下の 9
つの研究グループに分けて､相互に交流しな
がら研究を進める 
27 年以降：27 年度以降は、26 年度の概念の
分析結果に基づき、研究を継続する。さらに、
27 年度からは成果に基づき、日本の医療者た
ちに、ヨーロッパ諸国で試みられているのと
同じような調査を行い、その結果を解析する。
また、それぞれの年度に研究会各 2回、海外
講演 1 回を開催し、それぞれの年度末には、
研究結果についての報告と、資料集を刊行す
る。そして、28 年度に総合的に指針・提言を
作成し、公開する。 
 
４．研究成果 
(1)「概念・原理に関する哲学的・理論的研
究」による成果 
①終末期医療に関する調査から明らかにな
ったことは、患者の権利というものを、以下
のように整理することができるのではない
か、ということである。 
 権利には、消極的権利と積極的権利がある。
消極的権利とは、自己決定の実現を、他者に
要請することなく、自分自身で完結する権利
である。それに対して、積極的権利とは、自
己決定の実現を、他者に要請する権利である。 
 患者の権利を、この区別に基づいて考えて
みると、終末期における治療の差し控え・中
止は、患者の消極的権利である。治療の差し
控えは弱い消極的権利、治療の中止は強い消
極的権利である。フランスでは、たとえ患者
の生命が危険にさらされても、患者が治療の
差し控えや中止を意思した場合には、それを
尊重しなければならないことから、患者の消
極的権利が認められていると考えられる。 
それに対して、オランダのように、患者が

安楽死を意思する場合に、「注意深さの 6 要
件」を満たすことを条件に、医師に安楽死を
要請することができるのは、患者の積極的な
権利である。ただし、医師が患者の要請を拒
否することもできるオランダの場合は、弱い
積極的権利であり、裁判所に訴えて判決で安
楽死の実施を勝ち取ることのできるベルギ
ーは、強い積極的権利であると言えるだろう。 
とはいえ、こうした権利が認められるため

には、もちろん社会の合意が必要である。 
②同じ権利についての分類は、生命倫理の他
の分野にも適用して考えることができる。 
 生存権に関して、消極的権利は、殺されな
い権利である。人間は殺されない権利を持つ。
胚や胎児もまた、潜在的人間として、殺され
ない権利を持つと考えるならば、キリスト教
カトリックの主張するように、胚を滅失した
り胎児を中絶したりすることはできない。 



 他方、生存権に関して、積極的権利がある
としたら、それは生存するために治療を要請
する権利である。医療とは、病気や怪我で苦
しむ患者に対し、社会が医学的手段を用いて、
患者をその苦しみから救済してあげること
だとしたら、果たして患者にはどこまで社会
に対して治療を要請する積極的権利がある
だろうか？ 
 また、不妊症の女性が、「女性として生ま
れてきた以上、子どもを産む権利がある」と
主張して、生殖補助技術による介助を要請す
る場合、それは強い積極的権利の主張である。
もしそのような権利があるならば、配偶子の
提供や代理出産の要請にも応えるべきかも
しれない。だが果たして、そのような強い権
利を社会は認めるだろうか？ この点につ
いては、社会における十分な議論とコンセン
サスが必要となる。 
③他方、生殖補助技術によって生まれてくる
子どもにも、当然、健全に生きる消極的権利
がある。子どもは、その子を産むために親が
技術を使用した事実を背負って生きていか
なければならない。もしその事実が子どもを
苦しめるとしたら、それは子どもの健全に生
きる権利の侵害となるだろう。 
そのように、社会で生きていくためには、

多くの立場の人々の消極的権利・積極的権利
が錯綜し競合しているため、一方の権利を擁
護することが、結果として他方の権利を侵害
することがしばしばある。関係者間の相対立
する権利の尊重の調整を図ることこそ、社会
の喫緊の課題である。 
 もっとも、かつては同じ場所で同じ時に暮
らす人々の間で、関係者間の権利の尊重の調
整を図ればよかった。だが、今日では、生殖
補助技術や遺伝子改変技術や細胞初期化技
術等の様々な生命技術の発達によって、現在
は未だ存在していないものの将来生まれて
くる子どもの権利、あるいは、将来やがて人
間となる胚や胎児の権利もまた考慮に入れ
なければならない。 
 そのため、今日では、患者の権利を尊重す
るために、従来の「他者危害の原則」ではも
はやカバーできなくなってきている。今後は、
「他者危害の原則」の対象を未来の存在、未
来世代の人々にまで拡張し、まだ人間として
は存在していないもののやがて人間として
生まれてくる存在についてもまた危害を加
えないように、権利の尊重を図らなければな
らないだろう。 
(2)「法・ガイドラインなどの資料に基づく
比較法的・実践的研究」による成果 
各国法の研究から：フランス、ドイツをはじ
めとするヨーロッパ諸国法の研究 
①患者の権利について 
患者の権利については、平成 28 年 2 月に

フランスから招聘したローランス・アズーバ
クリー氏によって行われた講演および同氏
との意見交換から以下のような知見を得る
ことができた。 

「医療メディエーションが果たす役割」 
フランスでは、訴訟期間の長期化の問題や

訴訟費用の負担が重いことなどの理由から、
近年、裁判外の手続で侵害された患者の権利
の救済をはかる方向性が探られるようにな
っている。その一つに保健衛生分野における
メディエーションがある。メディエーション
は、裁判手続とは別に、当事者（医師－患者）
間に発生している問題を対話により解決し
ようとするものであり、裁判の前でも、その
途中においても実施することができる。なか
でも、共同メディエーション（医師と弁護士
が立ち会うメディエーションの一形態）は、
医師と患者の間の情報の非対称性を解消す
る手段として有効である。メディエーション
は、メディエーターを介して行われるが、メ
ディエーターはあくまでも「ファシリテータ
ー」、すなわち対話促進のための進行役とし
て機能し、紛争解決の当事者とはならない点
に特徴がある。 
メディエーションは当事者双方の同意な

しには開始されず、そのために、とりわけ患
者には十分な情報が与えられなければなら
ない。必要な情報を得た上で自由になされた
同意は、メディエーションにおいて患者の尊
厳が尊重されるための必須事項である。フラ
ンス法では民法16条や公衆衛生法典L1111-4
条以下において種々の規定がおかれ、総体と
して合意によるメディエーションが実施さ
れるよう枠組みが整備されている。 
他方で、メディエーションが完全な万能薬

としてあらゆる問題を解決できているわけ
ではないことも事実である。実際に、フラン
スでも、医療メディエーションが使われる割
合は決して多くない。そもそも市民がメディ
エーションの存在を十分に認知していない
ことや、適切に養成されたメディエーターが
不足していることがその要因である。しかし、
現実に問題解決に至った事例を見る限り、医
療メディエーションの有効性は明らかであ
る。メディエーションは「人間の尊厳の回復
の場、安全性と自由の場、私生活の尊重の場、
権利の平等の場、非差別の場および保護され
秘密が守られる場」であり、その点において、
「あらたな人権」の一つであるということが
できる（ローランス・アズーバクリー「同意
と尊厳―保健衛生分野におけるメディエー
ションの 2つのキーワード」および「保険医
療分野におけるメディエーション 新たな
人権」）。 
②（とりわけ）終末期患者の権利について 
終末期患者は、おかれている状況の特殊性

から権利保障のあり方についても複数の捉
え方が可能である。 
本研究グループでは、オランダで実際に安

楽死が認められたケースをもとに、これを比
較法的視点から分析することで終末期患者
の権利保障について検討した（第 28 回生命
倫理学会・公募シンポジウムⅢにて発表）。 
取り上げた事例は、複数の精神疾患に罹患



しその副次的な影響として強い身体的不調
も訴えていた女性からの安楽死の要請につ
いて、精神科医の意見を踏まえ「注意深さの
要件」を満たしているとしてオランダ安楽死
審査委員会がその要請を認める裁定を下し
たという事案である。 
オランダ法の特徴の一つは、要件のなかに

医師が苦痛の程度が耐えがたいことおよび
患者の要請が真摯な意思に基づくことを「確
信し」なければならないという項目が入って
いる点にある。今回の事例では、患者の訴え
が、単なる実存的苦悩によるものではないこ
とを医師が確認している、すなわち、患者に
基礎疾患が認められそこから永続的に耐え
がたい苦痛が発生していることを「確信し」
たことによって（安楽死の）要件が満たされ
ていると判断した点に着目すべきである（盛
永審一郎「オランダ安楽死審査委員会報告書
から」）。 
同一のケースとの関連からルクセンブル

ク法の特徴を指摘するなら、同法もオランダ
と同じように「死期の切迫性」は安楽死の要
件になっていない点を挙げることができる。
これにより、精神疾患から生じる苦痛も安楽
死の対象となりうる。問題となるのは苦痛の
種類である。ルクセンブルクの安楽死法では、
要件の中で苦痛の種類が限定されていない
ため、精神的苦痛のみに基づく安楽死の要請
も認められる。ただし、その場合も、今回の
オランダのケースのように患者に基礎疾患
があることが必要であるから、いわゆる実存
的苦悩のみに基づく要請は認められないの
ではないかと考えられる（小林真紀「ルクセ
ンブルクにおける終末期医療関係法」）。 
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